
地震調査研究推進本部政策委員会 第29回 総合部会

自治体における地震調査研究の活用状況等

高知市防災対策部 防災政策課長 山本 聡

２０１２．５．１８

資料 総２９ －（６）



出展：「高知市総合調査」 日本都市学会近畿支部編 １９５７年

中世以前の高知平野の開発状況
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平成２３年度高知市民意識調査

住んでいるところは安全か 安 全 ３２．４％

(平成２０年調査とほぼ変わらず） 危 険 ５８．１％

地震対策の準備は 非常用持ち出し品 ３５．１％（２８．６％）

何もしていない ３３．５％（４５．７％）

食料等の備蓄 ２８．９％

家具の転倒防止 ２２．９％

どのような地震対策を講じたいか 持ち出し品 ４８．６％

食料等の備蓄 ４１．７％

家具の転倒防止 ３８．６％

災害時の情報手段は テレビ ７５．７％

ラジオ ５１．９％

携帯電話 ４６．２％

広報車の放送 ３５．２％

南海地震発生時の避難場所はきめているか は い ６０．５％

いいえ ３８．０％

※いいえの理由 津波はここまではこない ５５．４％
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・情報の収集・整理
国や他の機関, 大学等の調査内容収集

＜収集・整理のポイント＞
・津波の特性の把握
・被害状況と各設定条件の整理
・防災対策との整合性

東日本大震災の検証

想定される南海地震の特性

南海地震対策の再検討

国・県等の方針・指導等
○国の３連動発生の被害
想定等（H23～H26)

○宝永地震並みの想定等

専門家の意見
（防災,地震, 津波, 医療, 福祉, その他）

・物資搬送拠点の整理
・物資輸送ルートの整理
・道路啓開計画

・津波避難計画
・揺れ・津波の啓発強化
・自主防災組織の育成
・備蓄計画

・避難路, 避難施設の整備
・防災倉庫, 防災拠点の整備

･関連施設の浸水想定区域外への移
転

国・県等の方針・指導等

南海地震対策の見直し
・地域防災計画
・南海地震対策中長期計画
・津波避難計画
・業務継続計画

市
民
の
意
見

専門家の意見（防災, 地震, 津波）

見
直
し
計
画
案
の
作
成

高知市災害対策調整会議 （高知市地域防災計画検討委員会）

Action１ Action ２ Action ３

○優先課題の
洗い出し

○対策の検討

○優先課題の
洗い出し

○対策の検討

ソフト対策 緊急輸送対策ハード対策

専門家の意見

地震調査研究の活用状況等について

高知市防災会議
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東日本大震災を踏まえての地震調査研究に対する要望

（１）南海トラフ上の地震予知に関する観測・測量体制の強化

・地震動観測機器の整備

・宏観異常現象の調査研究

・断層震源域の事前予測

・陸側地殼活動の観測研究

○ 南海トラフ上の巨大地震への対応に関しては，「減災」という視点が重要であり，特に
大規模な地震の発生の「予知」は有効な手段の一つとなる。

○ 現在，大規模地震対策特別措置法では東海地震を視野におき，「地震防災対策強化
地域に係る大規模な地震の発生を予知し，もつて地震災害の発生を防止し，又は軽減
するため，計画的に，地象，水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域
の測量の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図る」と規定しているが，南海
トラフ上で発生する超巨大地震にも同様の観測・測量体制を確立することが必要と考え
る。
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（２）南海トラフ上の地震に関する研究成果の普及発信

東日本大震災を踏まえての地震調査研究に対する要望

○ 市町村は，地域住民と直接対話し，防災力の向上を図るため自主防災組織の結成促
進を図っている。住民が地震・津波に関する正しい知識を修得することが必要であり，そ
れが自助・共助を充実させることに繋がっていく。

○ 地震対策特別措置法においても，「地震に関する観測，測量，調査及び研究のための
体制の整備に努めるとともに，地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研
究開発を推進し，その成果の普及に努めなければならない。」と規定されている。

・住民の目線レベルの地震・津波関する広報

・自治体職員を対象とした研究成果等の地区別説明会の開催
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（３）南海トラフ上の地震に対する防災・減災対策への反映

東日本大震災を踏まえての地震調査研究に対する要望

○ 市町村においても，最新の研究成果を踏まえた，防災・減災対策を実施するこ
とが必要とされている。しかしながら，市町村単独では，技術的なノウハウを持ち
合わせていないため国等の技術的支援が必要である。

○ 地震防災対策特別措置法においても，「市町村は、当該市町村において想定
される地震災害の軽減を図るため，当該地域における地震動の大きさ，津波に
より浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地
震災害に関する情報，予報及び警報の伝達方法，避難場所その他の地震が発
生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について，これらを記載し
た印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより，住民に周知させるよ
うに努めなければらない。 」と規定しており，理学・工学・社会学等が一体となっ

た研究が「生命を守る」ことに繋がっていく。

・ 調査研究結果について多角的分野からの分析

・ 防災教育用の資料提供

・ 効果的な情報収集伝達体制の確立
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